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《日本郵便株式会社》 
・政策的な低廉料金サービスや郵便局ネットワーク維持に係るコスト負担の在り方については、諸外国の例も参考に、引き続き幅広い選択肢をご検討いただくことを要望
いたします。 

《郵政産業労働者ユニオン》 
・ネットワーク維持のために、「地域・社会貢献基金」の活用が制度化されていた。この地域・社会貢献基金が改正「郵政民営化法」成立によりすでに廃止されている。この
結果、第３種・第４種郵便や災害時の無料郵便の財政的基礎を奪い、社会的弱者を切り捨てる危険性がある。政策料金のコストを「だれが負担すべきか」という問題は重要
であり、情報通信審議会においても「社会・福祉サービス」を維持するための財政基盤をどのように確立するのか明らかにすべきである。 

《全日本運輸産業労働組合連合会》 
・政策的な低廉料金サービスに対するコスト負担の在り方については、国費による財政支援とする、あるいは企業による社会貢献と位置づけるか、整理をされたい。特定の
政策目的のためにかかる費用については、本来、国が負担すべきであるものであることから、民営化して上場するにあたっては、これまでと異なる考え方が必要である。 

《公益社団法人 日本図書館協会》 
・第四種郵便物の内、点字や盲人用録音物の割引制度に触れることなく、種子や通信教育についてのみ例示し、「ある特定の政策目的」のものであるように論じている。確
かに種子は農業振興、通信教育は教育振興という「ある特定の政策目的」かもしれないが、障害者のための割引制度は政策的に行われているものではない。いうまでもな
く、以前は国の事業として障害者の社会参加の一方法として確保されてきた制度である。それが、いきなり政策目的と規定され、財源が確保されないと行えないような論調
になっているのには大きな懸念がある。 
 郵政民営化に際して、付帯決議では「今までのサービスは維持する」とあり、この時点において、第四種郵便物（点字郵便）事業の継続は確認済みである。しかし、今回
の答申においては、それが軽んじられているように思われる。 
 郵便法においては、郵便の役務はユニバーサルサービスとして提供することが目的とされ、日本郵便が郵便のユニバーサルサービスを提供することは義務である。郵便
のユニバーサルサービスの範囲は、第一種郵便物から第四種郵便物までの内国（後略）」とあり、つまりは第四種郵便事業に関しては日本郵便の義務であることは論を待
たない。元来が公益事業であるから、これらを全て一括りにし採算性の面からのみ考えることは偏りがある。以上のように、第四種郵便は「特定の政策」ではなく、社会が行
うべき当たり前の配慮の一つである。平成２８年４月１日には、障害者差別解消法が施行され、全ての国民があまねく合理的配慮を求められている中で、これはまさに時
代に逆行している認識であると言わざるを得ない。昨今、日本郵便株式会社により第四種郵便事業を縮小しようとしているかのような動きも見られることから、看過できない
問題である。 

情報通信審議会においては、点字及び盲人用録音物の郵送事業が障害者にとってのインフラとして欠かせないものであることを改めて確認するとともに、その重要性に
鑑みてこの事業が採算面から削除されることのないよう、維持に努めるとともに、新たな障害者への拡大ができるよう方策を検討してほしい。 

《個人》 
・第三種、第四種郵便物の低廉料金は政策的に設けられたもので、政府の責任で措置すべきであるが、その財源は、日本郵便の他の郵便サービスの料金で賄われてい
る。とあるが、正に国家政策そのものであるので、その改善を早急にすべきである。 
 諸外国では政策的な低廉料金サービスに係るコストに対して、財政支援しているとある。正に国家戦略、特に第四種の料金はそのものである。審議会として問題視、課題
としているが決定的・断定的な表記でない。審議会として、真に国家政策として義務付けてある「ユニバーサルサービスの堅持を維持する。」のであれば、「速やかに税制
優遇や補助金対応をすべき」と表記することを願うものである。 

コスト削減しか求めていないが、高齢社会の新たなサービスとして薬局等と提携して薬のお届けサービスするような例示を掲げてほしい。 

情報通信審議会答申（案）に対する意見概要（政策的低廉料金に係る部分抜粋） 6 























第三種・第四種郵便物に関する郵便法の規定① 

郵便法 （昭和22年法律第165号）の規定（抜粋） 
  
第22条  （第三種郵便物） 第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便

約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。  
２ 第三種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の承認のあるものに限る。  
３ 会社は、次の条件を具備する定期刊行物につき前項の承認をする。  

一  毎年一回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。  
二  掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。  
三  政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。 

４～５ （略） 
 
第27条  （第四種郵便物） 次に掲げる郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。蚕種を内容とする郵便物で会社の承認

のもとに密閉したものも、同様とする。  
一  法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に当該通信教育を行う

ために発受する郵便物（筆書した書状を内容とするものを除く。）で郵便約款の定めるところにより差し出されるもの  
 二 盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの  

三  盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、郵便約款の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人
の福祉を増進することを目的とする施設（総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る。）から差し出し、又はこれ
らの施設にあてて差し出されるもの  

四  植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの  
五  学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年一回以上発行する学術に関する刊行物（総務省令で定める基準

に従い会社が指定するものに限る。）を内容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人から郵便約款の定めるところにより差し
出されるもの 
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（料金） 
第67条  会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金（第三項の規定により認可を受けるべきもの及び第五項の規定

により届け出るべきものを除く。）を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と
する。 

２ 前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。  
 一 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。  
 二 第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと（会社の一の事業所において

その引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。）。 
 三    第一種郵便物（郵便書簡を除く。第四項第二号において同じ。）のうち大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合する

ものであつて、その重量が二十五グラム以下のもの（次号において「定形郵便物」という。）の料金の額が、軽量の信書の送達
の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める
額を超えないものであること。  

 四 郵便書簡及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。  
 五 国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。 
 六 定率又は定額をもつて明確に定められていること。  
 七 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと 
３ 会社は、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき
も、同様とする。  

４ 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。  
一 配達地により異なる額が定められていないこと（会社の一の事業所においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除

く。）。  
二 同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。  
三 定率又は定額をもつて明確に定められていること。  
四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

５～７（略） 
 
 
 
 

第三種・第四種郵便物に関する郵便法の規定② 18 



第三種・第四種郵便物の経緯 19 



 収支の推移(第三種・第四種) 

＊平成28年９月13日現状と課題ＷＧ（第２回）日本郵便㈱ヒアリング資料より抜粋 
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引受物数の推移(第三種) 

＊平成28年９月13日現状と課題ＷＧ（第２回）日本郵便㈱ヒアリング資料より抜粋 
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引受物数の推移(第四種) 

＊平成28年９月13日現状と課題ＷＧ（第２回）日本郵便㈱ヒアリング資料より抜粋 
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承認・指定件数の推移(第三種) 

＊平成28年９月13日現状と課題ＷＧ（第２回）日本郵便㈱ヒアリング資料より抜粋 
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承認・指定件数の推移(第四種) 

＊平成28年９月13日現状と課題ＷＧ（第２回）日本郵便㈱ヒアリング資料より抜粋 
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諸外国の郵便制度比較②（第三種郵便物） 28 

日本 
アメリカ カナダ イギリス フランス ドイツ イタリア 

ピリオディカル 
パブリケーションズ 

パブリケーションズ 
メール 

パブリッシング 
メール 

Presse Poste Postvertriebsstück 
PRODOTTI 

 EDITORIALI 

第
三
種
郵
便
物 

法律 

・ 毎年１回以上の省令で定める
回数以上、号を追って定期に
発行 

・ 掲載事項の性質上発行の終
期を予定し得ないもの 

・ 政治、経済、文化その他公共
的な事項を報道し、又は論議
することを目的とし、あまねく
発売 

・ NPOや高等教育機関が発行
する法律や公共政策に関す
るレポート等 

－ 
（法令等による 

定めなし） 

－ 
（法令等による 

定めなし） 

・ 教育、情報等の普及に関
する一般的な関心にこたえ
るもの 

・ 宛先が決まっているもの 
・ ４か月以上の間隔をあけ
ずに四半期に１度発刊 

・ 広告が全体の2/3以下で
あること 

－ 
（法令等による 
定めなし） 

－ 

政省令等 ・ 省令で定める回数は毎年４回 － 
・ ４か月以上の間隔をあけ
ずに四半期に1度発刊され
ている 

・ 出版社、NPOによる社会的、文化
的な定期刊行物に対するサービス 

・ 出版社の出版物の読者を増やす
ためのプロモーションサービス 

・ NPOが活動資金を得るためのプロ
モーションサービス 

・ 出版物の代金を購入者が自宅で
支払うことを可能にするサービス 

・ 購読者に複数の出版物を一括し
て送るためのサービス 

・ 本を送るためのサービス 
・ その他のサービス 

約款等 

・ 全体の印刷部分に占める広
告の割合が100分の50以下 

・ １回の発行部数が500部以上 
 
（低料第三種郵便物） 
・ 毎月３回以上発行する新聞
紙１部等で発行人／売りさば
き人が差し出すもの 

・ 心身障害者団体が発行する
定期刊行物で発行人が差し出
すもの（毎月３回以上発行す
る新聞紙／その他のもの） 

・ 発行部数が10,000部を下
回らないもの 

・ 年２回以上の発行を行
う定期的な出版物 

・ 会員、特別な利害関係
組織や団体に対するお
知らせや情報を含むも
の 

・ 年２回以上発行 
・ 少なくとも1/6が論説に関
するもの 

・ 教育、情報等の普及に関
する一般的な関心にこたえ
るもの 

・ 四半期に１度以上定期
的に出版 

・ 出版物に占める通常の
報道(出版物の内容が客
観的、中立的に報道され、
意見の多様性に富んでい
ること等)の割合が30%以
上であること 

－ 

料金規制 認可 割引額が法定 
なし 

（料金は自社で設定） 
なし 

（料金は自社で設定） 
政府による承認 

なし 
（料金は自社で設定） 

政令により最大割引額を規定 
（割引額の範囲内であれば政府規制

機関への通知は不要） 

※太枠が法定のサービス 
※国名の下は定期刊行物の割引サービスの名称 

※法律上の根拠 
  アメリカ：合衆国法典第39編第36章第26条 
  フランス：郵便・電気通信法典「一般政令（Ｄ）」第１部第４章第４節（Article D18-D28） 
  イタリア：政令Decreto interministeriale 21 ottobre 2010 



諸外国の郵便制度比較③（第四種郵便物） 29 

  日本 アメリカ カナダ イギリス フランス ドイツ イタリア 

第
四
種
郵
便
物 

法律 

点字等 

・ 盲人用点字のみを掲げたもの 
・ 盲人用の録音物又は点字用紙
で、総務省令で定める基準に適
合する施設から差し出し／宛て
るもの 

・ 長さ60cm・三辺計90cm以内 
・ 重さは３kg以下 

・ 視覚障害者又は、合衆
国法典において定めら
れた基準で通常の印刷
物を読むことができない
と認定されている人が利
用する送付物 

・ 視覚障害者のための手
紙、本、テープやこれに
類似するもの 

・ 視覚障害者や弱視の人
が利用するユニバーサル
サービスに指定されてい
る郵便物、サービス 

・ 障害を持つ人が利用
するユニバーサルサー
ビスに指定されている
郵便物、サービス 

－ 
(自社サービス) 

－ 

通信教育、 
植物種子等、 
学術刊行物 

・ 学校等と受講者間の通信教育 
・ 植物種子、苗、苗木、茎、根で
栽植の用に供するもの又は蚕
種で繁殖の用に供するものを
内容とするもの 

・ 学術団体が継続して年１回以
上発行する学術刊行物 

・ 重さは１kg以下 

（日本の左記に該当するサービスはない） 

政省令等 

点字等 
・ 録音物・点字用紙の発受を継
続的に行っている施設 

・ 視覚障害者や身体障害
者が筆記するための特
別な点字タイプライター
等 

・ 点字または類似品 
・ 一辺が１m以内かつ合
計２m以内（国内） 

・ 重さは７kg以内 

・ 書籍、印刷物、手紙（フォ
ントが16pt以上またはエ
ンボス加工物） 

・ 触覚地図 

・ 点字で書かれたまた
は印刷されたもの 

・ 視覚障害者のための
特別な紙の出荷 

－ 
 ・ ７kgまでの点字による

すべての郵便物 

通信教育、 
植物種子等、 
学術刊行物 

・ 学術研究を主たる目的とする
団体が発行する刊行物 

－ 

約款等 

点字等 － 

・ 読み物、楽譜 
・ レコード、テープや音響
再生のために必要なも
の 

・ 再生装置等 

・ テープ、レコーダー、Ｃ
Ｄなど視覚障害者が利
用している録音媒体 

・ 視覚障害者のための団
体が利用している録音
媒体、特殊な紙 

・ 音声媒体、ビデオ媒体等 
・ 視覚障害者が使用する
器具（音声再生・録音器
具、読み上げ機能付き書
籍、新聞等） 

・ 音声等を録音したカ
セットテープ、USBフ
ラッシュメモリー、CD-
ROMなど 

・ 16pt以上又はそれと
同等な大きさで書かれ
た視覚障害者又はそ
の機関の間で発行され
る作品 

・ 点字のドキュメント 
・ 音声等を録音したカセッ
トテープ 

・ 視覚障害者の認定組織
から送付される点字等の
ペーパー 

－ 

通信教育、 
植物種子等、 
学術刊行物 

・ 教科用図書等は３kg以下 － 

料金規制 

点字等 認可 法定 政省令等の規定 法定 法定 
なし 

（料金は自社で設定） 
法定 

通信教育、 
植物種子等、 
学術刊行物 

認可 － 

※法律上の根拠 
  アメリカ：合衆国法典第39編第34章第３条           イギリス：2011年郵便サービス法第３章第31条  イタリア：DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007, n. 18 
  カナダ：Materials for the Use of the Blind Regulations    フランス：郵便・電気通信法典Article L3-2 


